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クマの出没対策について 

 

１．加美町クマ出没対策本部会議の設置 

  ・令和７年１０月９日（木）設置 

  ・第１回会議：１０月９日（木） 

  ・第２回会議：１０月１０日（金） 

  ・第３回会議：１０月２４日（金） 

  ・第４回会議：１１月１２日（水）予定 

 

２．加美町クマ出没非常事態宣言の発令 

  ・期間：１０月９日（木）から１１月３０日（日）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加美町では、クマによる人身被害及び農作物被害対策に取り組んでおりますが、

今年度は、ツキノワグマの出没が多発しており、人身被害の深刻化が懸念されま

す。 

 こうした状況から加美町におきましては、クマによる人身被害を防ぐため、『加

美町クマ出没非常事態宣言』を発令し、町民の皆様に対し、次の事項について強

く注意を呼びかけます。 

 

１ 散歩や農作業等では、クマ鈴やラジオを使い、人の存在を知らせてください。 

２ 家や倉庫の戸締りを徹底してください。 

３ 誘因要素となる農産物（廃棄予定含む）を、家の外に放置しないでください。 

４ エサとなる生ゴミは、収集日の朝に出してください。 

５ 目撃情報等の把握（防災アプリ「ハザードン」等を活用）に努めてください。 

 

町民の皆様におかれましては、安全確保に最大限のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

《発令期間》 

  令和７年１０月９日（木）から１１月３０日（日）まで 

 

 

                令和７年１０月９日 

 

加美町長 石山 敬貴 

加美町クマ出没非常事態宣言 

資料２ 
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３．町、関係機関・団体による対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総務課】 

○１０月１６日区長便において「クマ出没注意」チラシを毎戸配布（P6～7） 

○宮城県知事選挙の期日前投票所にチラシ等を置き、住民へ周知・注意喚起 

○１１月の広報かみまちの表紙をクマ出没非常事態宣言に関する内容として住民

に注意喚起（P8） 

 

【危機対策課】 

○防災アプリ「ハザードン」を活用した住民へのクマ出没情報の発信及び「ハザー

ドン」の登録者増加に向けたポスター、チラシの作成 

○防犯指導隊による町内パトロール及びクマ出没情報の広報 

○クマ出没情報があった地域における消防団員によるクマ警戒の巡回広報 

 

【小野田支所】 

○広報車による注意喚起 

 ①出没情報を受け、その周辺や行政区内を広報及びパトロール 

  ※農林課と重複しないように確認してから巡回 

 ②出没した地区が住宅地に近いときは、登下校時に広報 

○音花火の配布 

 

【宮崎支所】 

○庁舎出入口（内外）及び敷地内必要箇所への注意喚起看板の設置 

○地区内パトロール及び広報車による広報の実施(農林課から要請があった場合、

または支所において必要と判断される場合。ただ、実働人員が限られるため、状

況次第で対応できないこともある。) 

○行政区長との連絡調整 

 

【高齢障がい福祉課】 

○高齢者世帯・ひとり暮らし世帯への注意喚起 

 ・民生委員の訪問見守り活動及び社会福祉協議会での訪問活動時おいて、「クマ出

没注意のチラシ」にて注意喚起を周知 

○介護施設・障害者施設への注意喚起 

 ・町内の介護施設（２７事業所）、障害者施設（１０事業所）の事業者及び利用者

への注意喚起を周知 

 

【町民課】 

○ホームページでゴミ出しルールの徹底を周知（P9） 
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【建設課】 

○河川、農村公園（中新田地）等における注意喚起表示板の設置（10/14設置） 

 ・潤いのある岸辺（鳴瀬川河川敷（四日市場地区））（P10） 

 ・あゆの里公園（鳴瀬川河川敷（並柳公園））（P11） 

 ・あゆの里公園（鳴瀬川河川敷（芝生広場付近））（P12） 

 ・あゆの里公園（鳴瀬川河川敷（田川公園））（P13） 

 ・やすらぎの森（白子田地区）（P14） 

 ・青木原農村公園（P15） 

 ・さわざくら公園（P16～17） 

 ・菜切谷公園（P18） 

 ・御仮屋児童公園（岡町地区）（P19） 

 ・平柳集会所前公園（P20） 

 ・平柳農村公園（P21） 

 ・上多田川農村公園（P22） 

○国道３４７号 道路情報標示板による注意喚起を宮城県北部土木事務所に依頼 

 ・運用：１０月２１日～ 

 ・設置箇所：国道３４７号矢越地内（P23）、門沢地内、加美町－大崎市境付近 

 

【上下水道課】 

○水道メーター検針員へ文書で注意喚起を実施 

 ・早朝、日没後の検針作業の中止 

 ・危険を感じる場合は、検針をしないで水道事業委託業者へ連絡し業者が後日検

針を行う 

 ・検針員にクマ鈴を配布 

 

【教育総務課】 

○クマ出没情報を保護者に緊急メールで一斉送信し注意喚起 

○町内こども園・小・中学校宛に通知発出 

（１）クマ目撃情報へ園・学校の対応手順の確認 

（２）クマ目撃情報時の事故防止及び安全確保のため、状況に応じ保護者への送 

迎協力要請 

（３）目撃情報時の外での活動の制限等、状況に合わせた安全配慮の要請 

（４）防災アプリインストールの推奨 

（５）保護者向けにクマ出没非常事態宣言、クマ目撃対応フロー図、保護者文書

等（学校の状況による）のメール等による即時通知の要請 

○クマ撃退スプレー、爆竹、音花火を小・中学校、こども園に配備 
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○学校・こども園の取組み 

 ・状況に応じ、登下校の保護者送迎の協力を要請 

 ・状況に応じ、集団下校を実施 

 ・状況に応じ、保護者引き渡し下校を実施 

・校庭での活動の際は、複数教職員による見守りの実施 

・校庭での放課後遊びを中止する 

 ・放課後児童クラブへ移動する際に教職員が随行 

 ・教職員及び保護者等の協力を得て学校周辺のパトロールを実施 

 ・園外保育等の変更及び中止 

 ・散歩の自粛（こども園） 

○クマに関する特別授業 

  ツキノワグマの習性や対応策について学習 

 ・鹿原小学校：１１月２５日（火）午後１時２０分～午後２時５分 

 ・宮崎小学校：１１月２７日（木）午前１０時４０分～午前１１時２５分 

 ・東小野田小学校：１１月２７日（木）午後１時２５分～午後２時１０分 

 

【商工観光課】 

○町内観光施設への通知 

 １０月１０日付け、商工観光課との情報共有に努め、観光客の安全確保に最大限

の協力を求める通知を発送 

○観光施設の休止 

 加美町振興公社管理下の「もち処大滝」と「大滝キャンプ場」を当面休止 

○イベントの中止 

 加美町観光まちづくり協会主催の「やくらい山ナイトハイク」と「最上海道トレ

ッキング」を中止 

○非常事態宣言の注意喚起 

 懸垂幕などを発注し、役場などに掲示（P24） 

○獣害対策 

 １０月１４日に西原地区の放任柿の収穫作業を加美農生徒と実施し、１７日は鹿

原地区で収穫作業、２７日は西小野田地区の柿収穫作業を実施 

 収穫された柿は特産品開発事業として取り組む 

 

【こども家庭課】 

○宮崎放課後児童クラブのスクールバス利用 

 ・宮崎小学校から宮崎放課後児童クラブ（宮崎福祉センター）まで、児童をスク

ールバスで移動（１１月１０日～） 

○私立園への対応 
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 ・こども家庭庁から発出される「クマ出没に対する保育施設等の安全確保につい

て」を情報提供 

 ・私立園では、教育総務課からの緊急メールやハザードンで情報を取得 

 

【農林課】 

○クマ出没対策本部の設置及びクマ出没非常事態宣言の発令（町ホームページへの

掲載）（P25） 

○クマ出没情報の受付（住民、警察署等） 

○クマ出没情報の共有 

 ・ＬＩＮＥグループ（熊情報共有 LINE）で関係課（総務課、危機対策課、こども

家庭課、教育総務課）と共有 

 ・加美警察署と共有 

○クマ出没情報の発信 

 ・危機対策課→ハザードン、ヤフー防災速報等で情報発信、教育総務課→緊急メ 

ールで一斉送信、総務課→町ホームページに掲載（P26） 

○クマ出没地域の広報及びパトロール（目撃情報） 

○クマ出没地域の現場確認（痕跡情報） 

○クマ追い払い用音花火の配布（支所でも配布） 

○クマの捕獲 

 ・鳥獣被害対策実施隊と現場確認 

 ・県（北部地方振興事務所林業振興部）へ捕獲許可の申請手続 

 ・罠の設置 

 ・捕獲 

○休日は当番制で対応 

 

【宮城県ツキノワグマ総合緊急対策の活用】 

○箱ワナの貸与要望 

○誘因木（柿・栗等）の伐採要望 

○クマ出没地域等の見回り要望（小中学校周辺、民家密集地）→１１月８日（土）

から開始（P28） 

○追い払い用の花火、クマ鈴の要望 

○河川（鳴瀬川）の藪の刈払い等の要望→１１月６日（木）から開始（P29～32） 

 

【その他】 

○株式会社野生動物保護管理事務所から箱ワナ（ドラム式）４基を無償貸与（１１

月７日（金）） 
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【総務課】 
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【町民課】 
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【建設課】 
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【商工観光課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

【農林課】 
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【その他】 
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【宮城県ツキノワグマ総合緊急対策】 

○クマ出没地域等の見回り 
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○河川（鳴瀬川）の藪の刈払い 
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